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早期退職に係る募集実施要項

令和 2年 6月 26日

経済産業大臣

今般、組織の年齢別人員構成を適正化し、組織の活性化を図ることを目的とし

て、次のとおり早期退職希望者の募集（国家公務員退職手当法（昭和 28年法律

第 182号）第8条の 2第 1項第 1号）を行う。

1. 募集の対象

経済産業省本省内部部局、竜カ・ガス取引監視等委員会事務局、経済産業研修

所、経済産業局、産業保安監督部（支部・事務所含む）、資源エネルギー庁及び

中小企業庁に所属するもののうち、一般職の職員の給与に関する法律（昭和 25

年法律第 95号）の行政職俸給表(-) 7級以上の適用を受ける職員、専門スタ

ッフ職俸給表 2級以上の適用を受ける職員及び指定職俸給表の適用を受ける職

員であって、令和 2年 8月 3日時点で「50歳以上」のもの（注1参照）

2. 募集人数

若干名

3. 募集の期間 (39日間）

令和 2年 6月 26日（金）午前 10時から

令和 2年 8月 3日（月）午後 5時まで

|※ 都合により券使の期間を延長したときは直ちにその旨を屑知する C

4. 退職すべき期間

令和 2年 6月 29日（月）から令和 2年 8月 3日（月）まで

※ 認定後、 日記期間内から退職すべき期日を定め、通知する。

※ 認定後に生じた事俯により退職すべき期日に退職されると公務の能率的な運

営の確保に著しい支障を及ぼすことになる場合には、職員本人にその旨及びそ

の理由を明示し、轍員本人の書面による同意を得た上で、公務の能率的な運営

を確保するために必要な限度で当該期日を繰り上げ、又は繰り下げることがあ

り得る。

5. 応募の手続

(1)応募しようとする職員は、「応募申請書」（別紙様式第一）に必要事項を

記入の上、募集の期間内に、下記受付担当宛てに電子メール等にて提出す

る
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(2)選定後、速やかに、認定又は不認定の通知書を交付する

※ 応募申請書を受理してから 1週間を目途に通知する予定

※ 不認定になる場合は、（注2)のとおり

(3)応募申請書の提出後、応募を取り下げたい場合には、「応募取下げ申譜

書」（別紙様式第二）を退職すべき期日の前日までに応募申請書と同様

の方法で提出する

6. 本件に関する問合せ先・受付担当

経済産業省大臣官房秘書課 早期退職募集制度相当

・人事年鱈 ••補佐、．． 補佐、 一 五
電話（ダイヤルイン）：

（内線）：

m讀 書6

（注1)次の (1)から (4)までのいずれかに該当する職員は応蝉をすることができない。

(1)非常勤職員

(2)臨時的任用職員、法律により任期を定めて任用される職員

(3) 令和 2 年 8 月 3~までに定年に達する職貝

(4)令和2年 6月26日（桝集開始H)において懲戒処分（ただし、故意又は重過失

によらないで管理・監督に係る職務を怠った場合における懲戒処分を除く。以卜同

じ。）を受けている者又は令和 2年 6月 26日から令和 2年 8月 3日まで（募集の

期間内）に懲戒処分を受けた者

（注2)応募者が次の (1)から (4)までのいずれかに該当する場合には、不認定となる。

(1) この券集実施要項に適合しない場合

(2)応経後に、懲戒処分を受けた場合

(8)懲戒処分を受けるべき行為をしたことを疑うに足りる相当な理由がある場合その

他応募者に対し認定を行うことが公務に対する国民の信頼を確保する上で支障を

生ずると認める場合

(4) 引き続き職務に従卓することが公務の能率的運営を確保し、又は長期的な人事管

理を計画的に推進するために特に必要であると認める場合

7. その他（再就職支援）

下記支援条件に該当し、再就職支援を受けることを希望する場合は、希望する

旨を上記 5. (1)応募申請書を提出する際の電子メールに明記すること。

なお、内閣府官民人材交流センターから割り振られた再就職支援枠には限り

があることから、支援対象者の選定については、別途内部で調整のうえ、相談先

担当者 (6.) から連絡する。
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く支援条件＞

・早期退職募集に応募して認定を受けた職員等

・早期退職募集に応募して認定を受け、退職した元職員

（おおむね退職後 2か月以内）

※ 本制度は早期退職募集制度の施行に併せ、内閣府官民人材交流センターが

民間の再就職支援会社と契約し、専ら支援会社が支援対象者のキャリアカ

ウンセリングや再就職先とのマッチング等を行うものである。

（制度の詳細については、イントラを参照するか、担当者へ照会すること。）
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□三］
早期退職に係る募集実施要項

令和 2年 6月 26日

経済産業大臣

今般、組織の年齢別人員構成を適正化し、組織の活性化を図ることを目的とし

て、次のとおり早期退職希望者の募集（国家公務員退職手当法（昭和28年法律

第 182号）第8条の 2第 1項第 1号）を行う。

1. 募集の対象

特許庁に所属するもののうち、一般職の職員の給与に関する法律（昭和 25

年法律第 95号）の行政職俸給表(-)7級以上の適用を受ける職員、専門行

政職俸給表 5級以上の適用を受ける職員、専門スタッフ職倖給表 2級以上の

適用を受ける職員及び指定職俸給表の適用を受ける職員であって、令和 2年 8

月3日時点で「50歳以上」のもの（注1参照）

2. 募集人数

若干名

3. 募集の期間 (39日間）

令和 2年 6月 26日（金）午前 10時かち

令和 2年 8月3日（月）午後 5時まで

|※ 都合により募集の期間を延長したときは直ちにその旨を周知する。

4. 退職すべき期間

令和 2年 6月 29日（月）から令和 2年 8月3日（月）まで

※ 認定後、上記期間内から退職すべき期日を定め、通知する。

※ 認定後に生じた事情により退職すべき期日に退職されると公務の能率的な運

営の確保に著しい支障を及ぼすことになる場合には、職員本人にその旨及びそ

の理由を明示し、職員本人の書而による同意を得た Lで、公務の能率的な運営

を確保するために必要な限度で当該期日を繰り上げ、又は繰り下げることがあ

り得る。

5. 応募の手続

(1)応募しようとする職員は、「応募申請書J(別紙様式第一）に必要事項

を記入の上、募集の期間内に、下記受付担当宛てに電子メール等にて提

出する
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(2)遠定後、速やかに、認定又は不認定の通知書を交付する

※ 応募申請書を受理してから一週間を目途に通知する予定

※ 不認定になる場合は、（注2)のとおり

(3)応募申請書の提出後、応募を取り下げたい場合には、「応募取下げ申

請書」（別紙様式第二）を退職すべき期Hの前日までに応募申請書と同

様の方法で提出する

6. 本件に関する問合せ・受付担当

特許庁秘書課給与班早期退職募集制度担当

-'~'-電話（ダイヤルイン）：

（内線）：iiiiil
申請書の提出先メールアドレス

（注1)次の (1)から (4)までのいずれかに該当する職員は応募をすることができない。

(l)非常勤職員

(2)臨時的任用職員、法律により任期を定めて任用される職員

(3)令和 2年 8月 3日までに定年に達する職員

(4)令和 2年 6月26a c勢集開始a)において懲戒処分（ただし、故意又は重過失に

よらないで管理・監督に係る職務を怠った場合における懲戒処分を除く。以下I司じ。）

を受けている者又は令和 2年 6月26Pから令和 2年 8月 3日まで（募集の期間内）

に懲戒処分を受けた者

（注2)応券者が次の (I)から (4)までのいずれかに該当する場合には、不認定となる。

(1) この経集実施要項に適合しない場合

(2)応募後に、懲戒処分を受けた場合

(3)懲戒処分を受けるべき行為をしたことを疑うに足りる相当な理由がある場合その

他応募者に対し認定を行うことが公務に対する国民の信頼を確保する上で支膵を牛

ずると認める場合

(4)引き続き職務に従事することが公務の能率的迎営を確保し、又は長期的な人事管理

を計画的に推進するために特に必要であると認める場合
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7. その他（再就職支援）

下記支援条件に該当し、再就職支援を受けることを希望する場合は、希望す

る旨を上記 5. (1)応募申請書を堤出する際の電子メールに明記すること。

なお、内閣府官民人材交流センターから割り振られた再就職支援枠には限り

があることから、支援対象者の選定については、別途内部で調整のうえ、相談

先担当者 (6.) から連絡する。

く支援条件＞

・早期退職募集に応募して認定を受けた職員等

・早期退職募集に応募して認定を受け、退職した元職員

（おおむね退職後 2か月以内）

※ 本制度は早期退職募集制度の施行に併せ、内閣府官民人材交流センターが

民間の再就職支援会社と契約し、専ら支援会社が支援対象者のキャリアカウ

ンセリングや再就職先とのマッチング等を行うものである。

（制度の詳細については、イントラを参照するか、相談先担当者 (6.) へ照

会すること。）

※ 内閣府官民人材交流センターが実施する「求人・求職者情報提供制度」とは

異なる。

（制度の詳細については、イントラを参照するか、担当者（秘書課任用班）へ

照会すること。）
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早期退職に係る募集実施要項

令和 2年 9月 10日

経済産業大臣

今般、組織の年齢別人員構成を適正化し、組織の活性化を図ることを目的とし

て、次のとおり早期退職希望者の募集（国家公務員退職手当法（昭和 28年法律

第 182号）第8条0)2第 1項第 1号）を行う。

1. 募集の対象

経済産業省本省内部部局、電カ・ガス取引監視等委員会事務局、経済産業研修

所、経済産業局、産業保安監督部（支部・事務所含む）、資源エネルギー庁及び

中小企業庁に所属するもののうち、一般職の職員の給与に関する法律（昭和 25

年法律第95号）の行政職俸給表(-) 7級以上の適用を受ける職員、専門スタ

ッフ職俸給表 2級以上の適用を受ける職員及び指定職俸給表の適用を受ける職

員であって、令和 2年 10月31日時点で「50歳以上」のもの（注1参照）

2. 募集人数

若干名

3. 募集の期間 (52日間）

令和 2年9月 10日（木）午前 10時から

令和 2年 10月 31日（土）午後 5時まで

|※ 都合により募集の期間を延長したときは直ちにその旨を周知するC

4. 退職すべき期間

令和 2年 9月 11日（金）から令和2年 10月 31日（土）まで

※ 認定後、上記期間内から退厳すべき期日を定め、通知する。

※ 認定後に生じた事情により退職すべき期Hに退職されると公務の能率的な運

裳の確保に著しい支障を及ぼすことになる楊合には、職員本人にその旨及びそ

の理由を明示し、職員本人の苫而による同意を得た上で、公務の能率的な運営

を確保するために必要な限度で当該期日を繰り上げ、又は繰り下げることがあ

り得る。

5. 応募の手続

(1)応募しようとする職員は、「応募申請書」（別紙様式第一）に必要事項を

記入の上、募集の期間内に、下記受付担当宛てに電子メール等にて提出す

る。
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(2)選定後、速やかに、認定又は不認定の通知書を交付する。

※ 応募申請書を受理してから 1週間を目途に通知する予定

※ 不認定になる場合は、（注2) のとおり

(3)応募申請書の堤出後、応券を取り下げたい場合には、「応募取下げ申請

書」（別紙様式第二）を退職すべき期日の前日までに応募申請書と同様

の方法で提出する。

6. 本件に関する問合せ先・受付担当

経済産業省大臣官房秘書課 早期退職群集制度相当

． ：：事企画官、 ．． 補佐、 ．． 補佐、．． 係ー長

電話（ダイヤルイン）：

（内線）：

（注1)次の (1)から (4)までのいずれかに該当する職員は応募をすることができない。

(1)非常勤職員

(2)臨時的任用職員、法代により任期を定めて任用される職員

(3)令和 2年 10月 31日までに定年に達する職員

(4)令和2年 9月10日（募集開始日）において懲戒処分（ただし、故忘又は軍過失

によらないで管理・監督に係る職務を怠った場合における懲戒処分を除く。以下同

じ。）を受けている者又は令和 2年9月 10日から令和 2年 10月 31日まで（募集

の期間内）に懲戒処分を受けた者

（注2)応募者が次の (1)から (4)までのいずれかに該当する場合には、不認定となる。

(1) この募集実施要項に適合しない場合

(2)応募後に、懲戒処分を受けた場合

(3)懲戒処分を受けるべき行為をしたことを疑うに足りる相当な理由がある場合その

他応墓者に対し認定を行うことが公務に対する国民の信頼を確保する上で支障を

牛ずると認める場合

(4)引き続き職務に従市することが公務の能率的運営を確保し、又は長期的な人事管

理を計画的に推進するために特に必要であると認める場合

7. その他（再就職支援）

下記支援条件に該当し、再就職支援を受けることを希望する場合は、希望する

旨を上記5. (1)応募申請書を提出する際の電子メールに明記すること。

なお、内閣府官民人材交流センターから割り振られた再就職支援枠には限り

があることから、支援対象者の選定については、別途内部で調整のうえ、相談先

担当者 (6.) から連絡する。
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く支援条件＞

・早期退職募集に応募して認定を受けた職員等

・早期退職募集に応募して認定を受け、退職した元職員

（おおむね退職後 2か月以内）

※ 本制度は早期退職募集制度の施行に併せ、内閣府官民人材交流センターが

民間の再就職支援会社と契約し、専ら支援会社が支援対象者のキャリアカ

ウンセリングや再就職先とのマッチング等を行うものである。

（制度の詳細については、イントラを参照するか、担当者へ照会すること。）
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□三］
早期退職に係る募集実施要項

令和 2年 9月 23日

経済産業大臣

今般、組織の年齢別人員構成を適正化し、組織の活性化を図ることを目的とし

て、次のとおり早期退職希望者の募集（国家公務員退職手当法（昭和 28年法律

第 182号）第8条の 2第 1項第 1号）を行う。

1. 募集の対象

特許庁に所属するもののうち、一般職の職員の給与に関する法律（昭和 25

年法律第 95号）の行政職俸給表(-)7級以上の適用を受ける職員、専門行

政職俸給表 5級以上の滴用を受ける職員、専門スタッフ職俸給表 2級以上の

適用を受ける職員及び指定職俸給表の適用を受ける職員であって、令和 2年

10月 31日時点で「50歳以上」のもの（注1参照）

2. 募集人数

若干名

3. 募集の期間 (39日間）

令和2年 9月 23日（水）午前 10時から

令和 2年 10月 31日（士）午後 5時まで

|※ 都合により募集の期間を延長したときは直ちにその旨を周知するし

4. 退職すべき期間

令和 2年 9月 24日（金）から令和 2年 10月 31日（土）まで

※ 認定後、上記期間内から退職すべき期日を定め、通知する。

※ 認定後に牛じた事情により退職すべき期日に退職されると公務の能率的な迎

営の確保に著しい支障を及ぼすことになる場合には、職員本人にその旨及びそ

の理由を明示し、職員本人の青面による同意を得た上で、公務の能率的な運営

を確保するために必要な限度で当該期日を繰り上げ、又は繰り下げることがあ

り得る。

5. 応募の手続

(1)応募しようとする職員は、「応募申請書」（別紙様式第一）に必要事項

を記入の上、募集の期間内に、下記受付担当宛てに電子メール等にて提

出する
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(2)選定後、速やかに、認定又は不認定の通知書を交付する

※ 応募申請書を受理してから一週間を目途に通知する予定

※ 不認定になる場合は、（注2)のとおり

(3)応募申請書の提出後、応募を取り下げたい場合には、「応募取下げ申

請書」（別紙様式第二）を退職すべき期日の前日までに応募申請書と同

様の方法で掃出する

6. 本件に関する問合せ ・受付担当

特許庁秘書課給与班早期退職募集制度担当

-'~'-電話（タイヤルイン）：

（内線):iiii
申請書の提出先メールアドレス：

（注1)次の (1)から (4)までのいずれかに該当する職員は応募をすることができない。

(I)非常勤職員

、 (2)臨時的任用戦員、法律により任期を定めて任用される職員

(3)令和 2年 10月 31日までに定年に達する職員

(4)令和2年 9月23日（経集開始日）において懲戒処分（ただし、故意又は軍過失に

よらないで管理・監督に係る職務を怠った場合における懲戒処分を除く。以下同じ。）

を受けている者又は令和 2年 9月 23Hから令和 2,年 10月 31日まで（梯集の期間

内）に懲戒処分を受けた者

（注2)応券者が次の (1)から (4)までのいずれかに該当する場合には、不認定となる C

(I) この募集実施要項に適合しない場合

(2)応募後に、懲戒処分を受けた楊合

(3)懲戒処分を受けるべき行為をしたことを疑うに足りる相当な理由がある場合その

他応募者に対し認定を行うことが公務に対する同民の信頼を確保する上で支障を生

ずると認める場合

(4)引き続き職務に従事することが公務の能率的運営を確保し、又は長期的な人事管理

を計画的に推進するために特に必要であると認める場合
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7. その他（再就職支援）

下記支援条件に該当し、再就職支援を受けることを希望する場合は、希望す

る旨を上記5. (1)応募申請書を提出する際の竃千メールに明記すること。

なお、内閣府官民人材交流センターから割り振られた再就職支援枠には限り

があることから、支援対象者の選定については、別途内部で調整のうえ、相談

先担当者 (6.)から連絡する。

く支援条件＞

・早期退職募集に応募して認定を受けた職員等

・早期退職募集に応募して認定を受け、退職した元職員

（おおむね退職後 2か月以内）

※ 本制度は早期退職躾集制度の施行に併せ、内閣府官民人材交流センターが

民間の再就職支援会社と契約し、専ら支援会社が支援対象者のキャリアカウ

ンセリングや再就職先とのマッチング等を行うものである。

（制度の詳細については、イントラを参照するか、相談先担当者 (6.)へ照

会すること。）

※ 内閣府官民人材交流センターが実施する「求人・求職者情報提供制度」とは

異なる。

（制度の詳細については、イントラを参照するか、担当者（秘書課任用班）へ

照会すること。）
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~ 
早期退職に係る募集実施要項

令和 2年 11月 26日

経済産業大臣

今般、組織の年齢別人員構成を適正化し、組織の活性化を図ることを目的とし

て、次のとおり早期退職希望者の募集（国家公務員退職手当法（昭和28年法律

第 182号）第8条の 2第 1項第 1号）を行う。

1. 募集の対象

経済産業省本省内部部局、電カ・ガス取引監視等委員会事務局、経済産業研修

所、経済産業局、産業保安監督部（支部・事務所含む）、資源エネルギー庁及び

中小企業庁に所属するもののうち、一般職の職員の給与に関する法律（昭和 25

年法律第 95号）の行政職俸給表(-) 7級以上の適用を受ける職員、専門スタ

ッフ職俸給表 2級以上の適用を受ける職員及び指定職俸給表の適用を受ける職

員であって、令和 3年 1月4日時点で「50歳以上」のもの（注1参照）

2. 募集人数

若千名

3. 募集の期間 (40日間）

令和 2年 11月26日（木）午前 10時から

令和 3年 1月4日（月）午後 5時まで

|※ 都合により募集の期間を延長したときは直ちにその旨を周知するc

4. 退職すべき期間

令和 2年 11月27日（金）から令和3年 1月 4日（月）まで

※ 認定後、上記期間内から退職すべき期日を定め、通知する。

※ 認定後に生じた事情により退職すべき期Hに退職されると公務の能率的な運

営の確保に著しい支障を及ぼすことになる場合には、職貝本人にその旨及びそ

の理由を明示し、職員本人の苔而による同意を得た上で、公務の能率的な運常

を確保するために必要な限度で当該期日を繰り上げ、又は繰り下げることがあ

り得るU

5. 応募の手続

(1)応募しようとする職員は、「応募申請書J(別紙様式第一）に必要事項を

記入の上、募集の期開内に、下記受付担当宛てに電子メール等にて提出す

る。
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(~)選定後、速やかに、認定又は不認定の通知書を交付する。

※ 応募申請害を受理してから 1週間を目途に通知する予定

※ 不認定になる場合は、（注2) のとおり

(3)応募申請書の提出後、応募を取り下げたい場合には、「応募取下げ申請

書J(別紙様式第二）を退職すべき期日の前日までに応募申請書と同様

の方法で揺出する。

6. 本件に関する問合せ先・受付担当

経済産業省大臣官房秘土課 早期退職躾集制度和当

・人 事 企 画官、-児」•ヒ臨 ■馴ー長
電話（タイヤルイ./)• 

（内線）：

由請書の提山ム

（注1)次の (l)から (4)までのいずれかに該当する職員は応経をすることができない。

(I)非常勤職員

(.2)臨時的任用職員、法律により任期を定めて任用される職員

(3)令和 3年 1月4日までに定年に達する職員

(4)令和2年 11月26日（募集開始日）において懲戒処分（ただし、故意又は重過失

によらないで管理・監特に係る職務を怠った場合における懲戒処分を除く。以下同

じ。）を受けている者又は令和2年 11月26Sから令和 3年 1月4日まで（募集の

期間内）に懲戒処分を受けた者

（注2)応券者が次の (1)から (4)までのいずれかに該当する場合には、不認定となる。

(1) この募集実施要項に適合しない場合

(2)応募後に、懲戒処分を受けた場合

(3)懲戒処分を受けるべき行為をしたことを疑うに足りる相当な理由がある楊合その

他応募者に対し認定を行うことが公務に対する国民の信頼を確保する上で支院を

生ずると認める場合

(4) 引き続き職務に従事することが公務の能率的運営を確保し、又は長期的な人事管

理を計画的に推進するために特に必要であると認める場合

7. その他（再就職支援）

下記支援条件に該当し、再就職支援を受けることを希望する場合は、希望する

旨を上記 5. (1)応募申請書を提出する際の電子メールに明記すること。

なお、内閣府官民人材交流センターから割り振られた再就職支援枠には限り

があることから、支援対象者の選定については、別途内部で調盤のうえ、相談先

担当者 (6.) から連絡するc
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く支援条件＞

・早期退職募集に応募して認定を受けた職員等

・早期退職墓集に応募して認定を受け、退職した元職員

（おおむね退職後 2か月以内）

※ 本制度は早期退職券集制度の施行に併せ、内閣府官民人材交流センターが

民間の再就職支援会社と契約し、専ら支援会社が支援対象者のキャリアカ

ウンゼリングや再就職先とのマッチング等を行うものである。

（制度の詳細については、イントラを参照するか、担当者へ照会すること。）
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口
早期退職に係る募集実施要項

令和 2年 12月 15日

経済産業大臣

今般、組織の年齢別人員構成を適正化し、組織の活性化を図ることを目的とし

て、次のとおり早期退職希望者の募集（国家公務員退職手当法（昭和 28年法律

第 182号）第 8条の 2第 1項第 1号）を行う。

1. 募集の対象

特許庁に所属するもののうち、一般職の職員の給与に関する法律（昭和 25

年法律第 95号）の行政職俸給表(-)7級以上の適用を受ける職員、専門行

政職俸給表 5級以上の適用を受ける職員、専門スタッフ職俸給表 2級以上の

適用を受ける職員及び指定職俸給表の適用を受ける職員であって、令和 3年 2

月 1日時点で「50歳以上」のもの（注 1参照）

2. 募集人数

若干名

3. 募集の期間 (49日間）

令和 2年 12月 15日（火）午前 10時から

令和 3年 2月 1日（月）午後 5時まで

1-※ 都合により募集の期間を延長したときは直ちにその旨を周知する U

4. 退職すべき期間

令和 2年 12月 16日（水）から令和 3年 2月 1日（月）まで

※ 認定後、上記期間内から退職すべき期日を定め、通知する。

※ 認定後に生じた事情により退職すべき期日に退職されると公務の能率的な運

営の確保に著しい支障を及ぼすことになる場合には、職員本人にその旨及びそ

の理由を明示し、職員本人の書面による同意を得た上で、公務の能率的な運営

を確保するために必要な限度で当該期日を繰り上げ、又は繰り下げることがあ

り得る。

5. 応募の手続

(1)応募しようとする職員は、「応募申請書」（別紙様式第一）に必要事項

を記入の上、募集の期間内に、下記受付担当宛てに電子メール等にて提

出する
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(2)遠定後、速やかに、認定又は不認定の通知書を交付する

※ 応募申請書を受理してから一週間を目途に通知する予定

※ 不認定になる場合は、（注2) のとおり

(3)応募申請書の提出後、応募を取り下げたい場合には、「応募取下げ申

請書」（別紙様式第二）を退職すべき期 Eの前日までに応募申請書と同

様の方法で提出する

6. 本件に関する問合せ・受付担当

峙許庁秘書課給与班早期退職募集制度担当-----電話（ダイヤルイン）：

（内線):illi
申請書の提出先メールアドレス：

（注1)次の (1)から (4)までのいずれかに該当する職員は応併をするごとができない。

(1)非常勤職員

(2)臨時的任用職員、法律により任期を定めて任用される職員

(3)令和 3年 2月 1Hまでに定年に達する職員

(4)令和 2年 12月 15日（券集開始日）において懲戒処分（ただし、故意又は重過失に

よらないで管理・監督に係る職務を怠った場合における懲戒処分を除く。以下固じ。）

を受けている者又は令和2年 12月 15日から令和3年2月 1日まで（募集の期間内）

に懲戒処分を受けた者

（注2)応募者が次の (1)から (4)までのいずれかに該当する場合には、不認定となる。

(1) この券集実施要項に適合しない場合

(2)応募後に、懲戒処分を受けた場合

(3)懲戒処分を受けるべき行為をしたことを疑うに足りる相当な理出がある場合その

他応募者に対し認定を行うことが公務に対する国民の信頼を確保する上で女障を牛

ずると認める場合

(4)引き続き職務に従事することが公務の能率的速営を確保し、又は長期的な人事管理

を計1面的に推進するために特に必要であると認める場合
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7. その他（再就職支援）

下記支援条件に該当し、再就職支援を受けることを希望する場合は、希望す

る旨を上記5. (1)応募申請書を提出する際の電子メールに明記すること。

なお、内閣府官民人材交流センターから割り振られた再就職支援枠には限り

があることから、支援対象者の選定については、別途内部で調整のうえ、相談

先担当者 (6.)から連絡する。

く支援条件＞

・早期退職募集に応募して認定を受けた職員等

・早期退職募集に応募して認定を受け、退職した元職員

（おおむね速職後 2か月以内）

※ 本制度は早期退職募集制度の施行に併せ、内閣府官民人材交流センターが

民間の再就職支援会社と契約し、専ら支援会社が支援対象者のキャリアカウ

ンセリングや再就職先とのマッチング等を行うものである。

（制度の詳細については、イントラを参照するか、相談先担当者 (6.)へ照

会すること。）

※ 内閣府官民人材交流センターが実施する「求人・求職者情報提供制度」とは

異なる。

（制度の詳細については、イントラを参照するか、担当者（秘書課任用班）へ

照会すること。）
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~ 
早期退職に係る募集実施要項

；ヽ

令和 3年 1月 28日

経済産業大臣

今般、組織の年齢別人員構成を適正化し、組織の活性化を図ることを目的とし

て、次のとおり早期退職希望者の募集（国家公務員退職手当法（昭和 28年法律

第 182号）第8条の 2第 1項第 1号）を行う。

1 . 募集の対象

経済産業省本省内部部局、電カ・ガス取引監視等委員会事務局、経済産業研修

所、経済産業局、産業保安監督部（支部・事務所含む）、資源エネルギー庁及び

中小企業庁に所属するもののうち、一般職の職員の給与に関する法律（昭和 25

年法律第 95号）の行政職俸給表(-) 7級以上の適用を受ける職員、専門スタ

ッフ職俸給表 2級以上の適用を受ける職員及び指定職俸給表の適用を受ける職

員であって、令和 3年 3月 1日時点で「50歳以上」のもの（注1参照）

2. 募集人数

若千名

3. 募集の期間 (33日間）

令和 3年 1月 28日（木）午前 10時から

令和 3年 3月 113 (月）午後 5時まで

|※ 都合により募集の期間を延長したときは直ちにその旨を周知する，

4. 退職すべき期間

令和 3年 1月 29日（金）から令和 3年 3月 1日（月）まで

※ 認定後、上記期間内から送職すべき期日を定め、通知する。

※ 認定後に生じた事情により退職すべき期日に退職されると公務の能率的な運

営の確保に著しい支障を及ぼすことになる場合には、職員本人にその旨及びそ

の理由を明示し、職員本人の書面による同意を得た上で、公務の能率的な運営

を確保するために必要な限度で当該期日を繰り上げ、又は繰り下げることがあ

り得る。

5. 応募の手続

(1)応募しようとする職員は、「応募申請書」（別紙様式第一）に必要事項を

記入の上、募集の期間内に、下記受付担当宛てに電子メール等にて提出す

るC
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(2)選定後、速やかに、認定又は不認定の通知書を交付する。

※ 応募申請書を受理してから 1週間を目途に通知する予定

※ 不認定になる場合は、（注2)のとおり

(3)応募申請書の提出後、応募を取り下げたい場合には、「応募取下げ申請

書」（別紙様式第二）を退職すべき期日の前日までに応募申請書と同様

の方法で提出する。

6. 本件に関する問合せ先・受付担当

経済産業省大臣官房秘書課 早期退職募集制戸担当

． 事ヽ企扉 - 保■駈佐、．”系ー長
電話（ダイヤルイン）：

（内線）：

由諸書(/)症tt

（注1)次の (1)から (4)までのいずれかに該当する職員は応募をすることができない。

(1)非常勤職員

(2)臨時的任用職員、法律により任期を定めて任用される職員

(3) 令和 3 年 3 月 1~までに定年に逹する職員

(4) 令和 3 年 1 月 ~8 H (募集開始日）において懲戒処分（ただし、故意又は重過失

によらないで管理・監督に係る職務を怠った場合における懲戒処分を除く。以下届l

じ。）を受けている者又は令和 3 年 1 月 28~から令和 3年 3月 1日まで (5}{,集の

期間内）に懲戒処分を受けた者

（注2)応募者が次の (1)から (4)までのいずれかに該当する場合には、不認定となる。

(1) この募集実施要項に適合しない出合

(2)応券後に、懲戒処分を受けた場合

(3)懲戒処分を受けるべき行為をしたことを疑うに足りる相当な理由がある場合その

他応募者に対し認定を行うことが公務に対する国民の信頼を確保する上で女障を

生ずると認める場合

(4) 引き続き職務に従事することが公務の能率的運営を確保し、又は長期的な人事管

理を計画的に推進するために特に必要であると詔める場合

7. その他（再就職支援）

下記支援条件に該当し、再就職支援を受けることを希望する場合は、希望する

旨を上記5. (1)応募申請書を提出する際の電子メールに明記すること。

なお、内閣府官民人材交流センターから割り振られた再就職支援枠には限り

があることから、支援対象者の選定については、別途内部で調整のうえ、相談先

担当者 (6.)から連絡する。
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く支援条件＞

・早期退職募集に応募して認定を受けた職員等

・早期退職募集に応募して認定を受け、退職した元職員

（おおむね退職後 2か月以内）

※ 本制度は早期退職募集制度の施行に併せ、内閣府官民人材交流センターが

民間の再就職支援会社と契約し、専ら支援会社が支援対象者のキャリアカ

ウンセリングや再就職先とのマッチング等を行うものである。

（制度の詳細については、イントラを参照するか、担当者へ照会すること。）
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口
早期退職に係る募集実施要項

令和 3年 2月 15日

経済産業大臣

今般、組織の年齢別人員構成を適正化し、組織の活性化を図ることを目的とし

て、次のとおり早期退職希望者の募集（国家公務員退職手当法（昭和28年法律

第 182号）第8条の 2第 1項第 1号）を行う。

1. 募集の対象

特許庁に所属するもののうち、一般職の職員の給与に関する法律（昭和 25

年法律第 95号）の行政職俸給表(-)7級以上の適用を受ける職員、専門行

政職俸給表 5級以上の適用を受ける職員、専凹スタッフ職俸給表 2級以上の

適用を受ける職員及び指定職俸給表の適用を受ける職員であって、令和 3年 4

月 1日時点で「50歳以上」のもの（注1参照）

2. 募集人数

若干名

3. 募集の期間 (46日間）

令和 3年 2月 15日（月）午前 10時から

令和 3年 4月 1日（木）午後 5時まで

|※ 都合により募集の期間を延長したときは直ちにその旨を周知する C

4. 退職すべき期間

令和 3年 2月 16日（火）から令和 3年 4月 1日（木）まで

※ 認定後、上記期間内から退職すべき期日を定め、通矧する。

※ 認疋後に生じた事情により退載すべき期日に退職されると公務の能率的な運

営の確保に著しい支障を及ぼすことになる場合には、職員本人にその旨及びそ

の理由を明示し、識員本人の書面による同意を得た上で、公務の能率的な速営

を確保するために必要な限度で当該期日を繰り上げ、又は繰りドげることがあ

り得る。

5. 応募の手続

(1)応募しようとする職員は、「応躾申請書」（別紙様式第一）に必要事項

を記入の上、募集の期間内に、下記受付担当宛てに電子メール等にて提

出する

ー



(2)遠定後、速やかに、認定又は不認定の通知書を交付する

※ 応募申請書を受理してから一週間を目途に通知する予定

※ 不認定になる場合は、（注2)のとおり

(3)応募申請書の提出後、応募を取り下げたい場合には、「応募取下げ申

請書」（別紙様式第二）を退職すべき期日の前日までに応募申請書と同

様の方法で提出する

6. 本件に関する問口せ ・受付担当

特許庁秘書課給与班早期退職募集制度担当___ , ■, 
電話（ダイヤルイン）：

（内線):11111
申請書の提出先メールアドレス：

（注1)次の (1)から (4)までのいずれかに該当する職貝は応募をすることができない。

(1)非常勤職員

(2)臨時的任用職員、法律により任期を定めて任用される職員

(3)令和 3年 4月 1日までに定年に達する職員

(4)令和 3年 2月 15日（券集開始日）において懲成処分（ただし、故意又は誼過失に

よらないで管理・監督に係る職務を怠った場合における懲戒処分を除く。以下同じ0)

を受けている者又は令和 3年 2月 15Hから令和 3年 4月 1日まで（躾集の期間内）

に懲戒処分を受けた者

（注2)応墓者が次の (1)から (4)までのいずれかに該当する場合には、不認定となる。

(1) この経集実施要項に適合しない場合

(2)応募後に、懲戒処分を受けた場合

(3)懲戒処分を受けるべき行為をしたことを疑うに足りる相当な理由がある場合その

他応募者に対し認定を行うことが公務に対する同民の信頼を確保する上で支障を生

ずると認める場合

(4)引き続き職務に従事することが公務の能率的運営を確保し、又は長期的な人事管理

を計両的に推進するために特に必要であると認める場合
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7. その他 （再就職支援）

下記支援条件に該当し、再就職支援を受けることを希望する場合は、希望す

る旨を上記5. (1)応募申請書を提出する際の電千メールに明記すること。

なお、内閣府官民人材交流センターから割り振られた再就職支援枠には限り

があることから、支援対象者の選定については、別途内部で調整のうえ、相談

先担当者 (6.)から連絡する。

く支援条件＞

・早期退職募集に応募して認定を受けた職員等

・早期退職募集に応募して認定を受け、退職した元職員

（おおむね退職後 2か月以内）

※ 本制度は早期退職券集制度の施行に併せ、内閣府官民人材交流センターが

民間の再就職支援会社と契約し、専ら支援会社が支援対象者のキャリアカウ

ンセリングや再就職先とのマッチング等を行うものである。

（制度の詳細については、イントラを参照するか、相談先担当者 (6.)へ照

会すること。）

※ 内閣府官民人材交流センターが実施する「求人・求職者情報提供制度」とは

異なる。

（制度の詳細については、イントラを参照するか、担当者（秘書課任用班）へ

照会すること。）
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早期退職に係る募集実施要項

二

令和 3年 3月 17日

経済産業大臣

今般、組織の年齢別人員構成を適正化し、組織の活性化を図ることを目的とし

て、次のとおり早期退職希望者の募集（国家公務員退職手当法（昭和 28年法律

第 182号）第8条の 2第 1項第 1号）を行う。

1. 募集の対象

経済産業省本省内部部局、電カ・ガス取引監視等委員会事務局、経済産業研修

所、経済産業局、産業保安監督部（支部・事務所含む）、資源エネルギー庁及び

中小企業庁に所属するもののうち、一般職の職員の給与に関する法律（昭和 25

年法律第95号）の行政職俸給表(-) 7級以上の適用を受ける職員、専門スタ

ッフ職俸給表 2級以上の適用を受ける職員及び指定職俸給表の適用を受ける職

員であって、令和 3年4月 1日時点で「50歳以上」のもの（注1参照）

2. 募集人数

若千名

3. 募集の期間 (16日間）

令和 3年 3月 17日（水）午前 10時から

令和 3年 4月 1日（木）午後 5時まで

|※ 都合により募集の期間を延長したときは直ちにその旨を周知する，

4. 退職すべき期間

令和 3年 3月 18日（木）から令和 3年 4月 113 (木）まで

※ 認定後、上記期間内から退職すべき期日を定め、通知する。

※ 認定後に生じた事情により退職すべき期日に退職されると公務の能率的な運

営の確保に耕しい支障を及ぽすことになる場合には、職員本人にその旨及びそ

の理由を明示し、職員本人の書面による同意を得た上で、公務の能率的な運営

を縮保するために必要な限度で当該期日を繰り上げ、又は繰り下げることがあ

り得る。

5. 応募の手続

(1)応募しようとする職員は、「応募申請書」（別紙様式第一）に必要事項を

記入の上、募集の期間内に、下記受付担当宛てに電子メール等にて提出す

る。



(2)選定後、速やかに、認定又は不認定の通知書を交付する。

※ 応募申請書を受理してから 1週間を目途に通知する予定

※ 不認定になる場合は、（注2) のとおり

(3)応募申請書の提出後、応募を取り下げたい場合には、「応募取下げ申請

書」（別紙様式第二）を退職すべき期日の前日までに応募申請書と同様

の方法で提出する。

t> • A~ 

溶屯

（注1)次の (1)から (4)までのいずれかに該当する職員は応募をすることができない。

(I)非常勤職員

(2)臨時的任用職員、法律により任期を定めて任用される職員

(3)令和 3年 4月 1日までに定年に達する職員

(4)令和 3年 3月 17日（券集開始日）において懲戒処分（ただし、故意又は璽過失

によらないで悴理・監骨に係る職務を怠った場合における懲戒処分を除く。以下I司

じ。）を受けている者又は令和 3年 3月 17日から令和 3年 4月 1日まで（募集の

期間内）に懲戒処分を受けた者

（注2)応募者が次(})(1)から (4)までのいずれかに該当する場合には、不認定となる。

(1) この梯集実施要項に適合しない場合

(2)応募後に、懲戒処分を受けた場合

(3)懲戒処分を受けるべき行為をしたことを疑うに足りる相当な理中がある場合その

他応募者に対し認定を行うことが公務に対する国民の信頼を確保する Kで支障を

生ずると認める場合

(4) 引き続き職務に従事することが公務の能率的遅営を確保し、又は長期的な人事管

理を計I面的に推進するために特に必要であると認める場合

7. その他（再就職支援）

下記支援条件に該当し、再就職支援を受けることを希望する場合は、希望する

旨を上記5. (1)応募申請書を提出する際の電子メールに明記すること。

なお、内閣府官民人材交流センターから割り振られた再就職支援枠には限り

があることから、支援対象者の選定については、別途内部で調整のうえ、相談先

担当者 (6.)から連絡する。
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く支援条件＞

・早期退職募集に応募して認定を受けた職員等

・早期退職募集に応募して認定を受け、退職した元職員

（おおむね退職後 2か月以内）

※ 本制度は早期退職募集制度の施行に併せ、内閣府官民人材交流センターが

民間の再就職支援会社と契約し、専ら支援会社が支援対象者のキャリアカ

ウンセリングや再就職先とのマッチング等を行うものであるC

（制度の詳細については、イントラを参照するか、担当者へ照会すること。）

、/
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